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「競争セーフガード制度の運用に関する再意見の募集（2011 年度）」に関し、別紙のとおり意見

を提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(別紙) 

再意見提出者： 社団法人 テレコムサービス協会 

意見提出者 該当部分 再意見 

東日本電信

電話株式会

社 

ｐ３～ｐ５ 

《ＮＧＮの昨年度の検証結果》 

  (省略) 

なお、昨年度の検証では、「ＮＧＮの

アンバンドルやインターフェースのオ

ープン化が進んでいないという他事

業者からの意見が提出されている点

を踏まえると、接続要望がないとまで

は言えない」とされておりますが、アン

バンドルについては、具体的な要望を

踏まえ検討を進めていくことが重要で

あると考えており、パブリックコメント等

で漠然としたご意見を出されても、具体

的な検討を進めることはできません。 

当社としては、事業者から具体的な要

望をいただければ、いつでも協議に応

じる考えであり、どのようなサービスを

実現したいのか等、まずは、具体的な

要望を当社に対して直接ご提示してい

ただきたいと考えます。具体的な要望も

ない中で、様々な事業者の要望を当社

が想定し開発を行ったとしても、実際に

は利用されることのない機能まで開発

を行うことになりかねず、いたずらに開

発コストが嵩むこととなり、低廉なユー

ザサービスの提供に支障を来たすこと

になりかねないと考えております。 

ＮＧＮのオープン化に関して、以前から同様な議

論が続いており、改善する傾向が見られていませ

ん。ＮＧＮを提供する通信事業者とそのサービスを

利用する事業者の間の対立は、 

a) 新たなインタフェースを提供するためには、ま

ずどういうサービスを実現したいのか具体的

な要望を示して欲しい。 

b) まずオープンなインタフェースを提供して欲し

い。それによって様々なプレイヤーが様々な

利用方法を考える。 

という考え方の違いに尽きます。上記 a)の考え方も

わからないわけではありませんが、この議論を進め

るためには、極めて大規模な利用者が存在するこ

とのコミットが必要になります。単に「こういうサービ

スを実現すると、多くのユーザが使ってくれると思

う」と主張しても、NGN を提供する通信事業者は相

手にしてくれないでしょう。これではハードルが高す

ぎて、NGN 上で新たなサービスを提供しようと考え

る事業者が現れません。 

 インターネットが今のように発展したのは、「誰で

も」「簡単に」「小規模なサービスからでも」開始でき

る環境があったからだと考えます。NGN 上に様々な

サービスが提供されるようになるためには、特にサ

ービス提供者向けに「小規模なサービスからでも」

始められるような、使いやすく、かつ低廉な料金で

利用できるインタフェースが準備されることが必須と

考えます。 

 


